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発行：東久留米「九条の会」
連絡先：℡ 042-473-9489（鈴木）
ホームページ：http://higashikurume-9.net

東久留米「九条の会」ニュース

　  　　日本国憲法　第 9条
①日本国民は、正義と秩序を基調とす
る国際平和を誠実に希求し、国権の発
動たる戦争と、武力による威嚇又は武
力の行使は、国際紛争を解決する手段
としては、永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため、陸海空軍
その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。

九条の樹2017年 4月発行 
66号
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現
在
安
倍
内
閣
は
「
テ
ロ
等
組
織
犯

罪
準
備
罪
」
＝
「
共
謀
罪
」
を
成
立
さ

せ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
で
き
な
い
？

　

安
倍
首
相
は
「
テ
ロ
対
策
の
法
律
が

で
き
な
け
れ
ば
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
で
き

な
い
」
と
言
っ
て
「
共
謀
罪
」
の
中
身

を
国
民
に
知
ら
せ
な
い
ま
ま
押
し
切
ろ

う
と
し
て
い
ま
す
。

　

テ
ロ
対
策
の
た
め
の
13
本
の
国
際
条

約
や
国
内
法
の
整
備
は
す
で
に
終
わ
っ

て
い
ま
す
。
政
府
の
ね
ら
い
は
、
国
民

の
日
常
生
活
を
監
視
し
、
テ
ロ
対
策
を

口
実
に
、
犯
罪
の
実
行
行
為
が
無
く
て

も
、「
合
意
」
の
段
階
で
の
逮
捕
が
で

き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て

そ
の
た
め
に
現
在
以
上
に
対
象
を
広
げ

て
普
段
か
ら
盗
聴
、
監
視
、
密
告
な
ど
、

捜
査
の
枠
を
拡
大
し
よ
う
と
し
て
い
ま

市
民
の
ス
マ
ホ
、
メ
ー
ル
を
も
警
察
が
日
常
的
に
監
視
可
能
に
！

すす
で
す
で
す
で
す

変
大
変
大
変
大大大大
ら
大

た
ら
大

たた
し
た
し
た
しし
立立立立立
成
がが

罪

が

罪
」
が

共共
「
共
「
共

が
成
立
し
た
ら
大
変
で
す

が
成
立
し
た
ら
大
変
で
す

「
共
謀
罪

「
共
謀
罪
」

処
罰
の
対
象
と
す
る
の
が
決
ま
り
で
す

か
ら
、
刑
法
の
原
則
を
も
壊
す
も
の
で

す
。

　

戦
前
、
戦
争
遂
行
の
た
め
に
国
民
の

手
足
を
縛
り
自
由
を
奪
っ
た
「
治
安
維

持
法
」
の
現
代
版
と
も
い
わ
れ
る
「
共

謀
罪
」法
案
に
私
た
ち
は
反
対
し
ま
す
。

　
　
　

―
東
久
留
米
「
九
条
の
会
」
―

す
。

市
民
の
ス
マ
ホ
も
盗
聴

　

捜
査
対
象
は
市
民
団
体
、
個
人
、
労

働
組
合
、
政
党
な
ど
あ
ら
ゆ
る
市
民
の

活
動
で
、
そ
の
電
話
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
、
メ
ー
ル
な
ど
制
限
が
あ
り
ま
せ

ん
。
警
察
の
一
方
的
判
断
で
日
常
的
に

監
視
、
盗
聴
す
る
こ
と
を
合
法
化
す
る

こ
と
が
ね
ら
い
で
す
。「
か
か
わ
り
た

く
な
い
」
と
政
治
や
、
市
民
活
動
な
ど

に
国
民
の
参
加
す
る
の
を
抑
え
込
む
効

果
も
期
待
し
て
い
る
の
で
す
。

　
国
民
の
自
由
侵
す
憲
法
違
反

　

相
談
し
た
だ
け
で
犯
罪
と
で
き
る
な

ら
ば
、
憲
法
の
表
現
の
自
由
、
内
心
の

自
由
の
侵
害
に
当
た
り
明
白
な
憲
法
違

反
で
す
。

　

ま
た
刑
法
は
、
犯
罪
の
実
行
行
為
を

◆学習会のお知らせ

「共謀罪」とは何か！
講師：塚田勲さん（未来をひらく歴史講座講師）
5月 21 日（日）午後 4時～ 6時（資料代 200 円）

東久留米市生涯学習センター・学習室 4
　現政権は国民の反対によって三度も廃案になった「共謀罪」
を「テロ等組織犯罪準備罪」法案と名前を変えて国会で強行
成立を狙っています。現代版「治安維持法」とも呼ばれてい
ます。どんな法案なのか．．．学習会を開催いたします、ぜひ
ご参加ください。
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◆
北
欧
・
デ
ン
マ
ー
ク
の
憲
法

　

１
８
４
８
年
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
革

命
の
中
に
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
や
ド

イ
ツ
で
絶
対
王
政
は
倒
れ
た
。
カ
ー

ル
・
マ
ル
ク
ス
は
『
共
産
党
宣
言
』

を
発
表
。
イ
タ
リ
ア
が
統
一
さ
れ
、

ハ
ン
ガ
リ
ー
、
チ
ェ
コ
、
ポ
ー
ラ
ン

ド
が
揺
れ
る
。

　

デ
ン
マ
ー
ク
で
は
、
当
時
の
人

口
で
10
人
に
１
人
が
参
加
し
た

１
万
５
千
人
の
大
き
な
デ
モ
行
進
が

あ
り
、
そ
れ
に
驚
い
た
国
王
は
市
民

の
要
求
を
受
諾
し
、
絶
対
王
政
に
幕

を
ひ
い
た
。
翌
49
年
６
月
５
日
、
現

在
の
デ
ン
マ
ー
ク
憲
法
が
制
定
さ
れ

た
。

　

以
後
、
ド
イ
ツ
と
の
敗
戦
に
よ
る

領
土
縮
小
な
ど
を
経
な
が
ら
、
グ
ル

ン
ト
ヴ
ィ
ら
の
フ
ォ
ル
ケ
・
フ
ォ
イ

ス
コ
ー
レ
（
国
民
高
等
学
校
）
運
動

に
よ
り
、
農
民
青
年
の
教
育
と
強
い

社
会
連
帯
に
よ
っ
て
、
民
主
主
義
と

福
祉
国
家
へ
の
道
を
あ
ゆ
む
。 

◆
ス
ラ
ム
街
の
小
さ
な
学
校
で

　

何
度
か
訪
問
し
て
い
る
学
校
＝

エ
ン
グ
ス
コ
ー
レ
ン
の
玄
関
に
は

「
１
８
９
５
」
と
あ
る
。
無
血
の
革

命
か
ら
５
０
年
。
首
都
・
コ
ペ
ン
ハ

ー
ゲ
ン
の
人
口
は
激
増
し
て
い
る
。

大
半
は
貧
し
い
工
場
労
働
者
だ
っ

た
。
こ
の
学
校
は
、
１
２
０
年
前
、

ス
ラ
ム
街
の
貧
し
い
家
庭
の
子
ど
も

た
ち
に
教
育
を
！
と
一
人
の
女
性
が

開
設
し
た
そ
う
だ
。

　

学
校
に
行
け
ば
、
食
堂
が
あ
る
。

勉
強
も
教
え
て
く
れ
る
。
そ
し
て
時

が
過
ぎ
、
軽
度
の
知
的
障
害
の
あ
る

子
や
移
民
の
学
習
困
難
な
子
ら
が
学

ぶ
公
立
の
学
校
に
な
っ
た
。

　

戦
後
の
日
本
に
も
、
戦
災
孤
児
と

い
わ
れ
た
子
ど
も
た
ち
を
貧
困
か
ら

救
い
、「
腹
を
く
ち
く
し
よ
う
」
と

努
力
し
た
と
り
く
み
が
あ
っ
た
。「
こ

の
子
ら
を
世
の
光
に
」
で
有
名
な
糸

賀
一
雄
ら
が
創
設
し
た
近
江
学
園

も
、
子
ど
も
た
ち
を
守
る
施
設
で
あ

り
学
校
だ
っ
た
。

　

障
害
の
あ
る
子
ど
も
た
ち
含
め
、

す
べ
て
の
子
ど
も
に
は
教
育
を
受
け

る
権
利
が
あ
り
、
そ
れ
を
社
会
は
実

現
す
る
責
任
が
あ
る
。
そ
れ
は
憲
法

に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
か
ら

だ
。

◆
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
思
想

　

デ
ン
マ
ー
ク
の
ゆ
る
ぎ
な
い
社
会

シ
ス
テ
ム
は
ど
う
し
て
つ
く
ら
れ
た

の
だ
ろ
う
。
１
９
４
２
年
、
デ
ン
マ

ー
ク
は
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
２
時
間

で
占
領
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
日

の
う
ち
に
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
（
抵
抗
運

動
）
が
組
織
さ
れ
、
地
下
新
聞
が
印

刷
さ
れ
、
情
報
は
人
か
ら
人
へ
広
が

り
、人
と
人
と
を
つ
な
い
で
い
っ
た
。

　

43
年
秋
。
３
０
０
隻
の
漁
船
が

北
欧
・
デ
ン
マ
ー
ク
の

憲
法
と
障
害
者

薗
部
英
夫

（
日
本
障
害
者
協
議
会
副
代
表
、
障
害
者
・
患
者
９
条
の
会
世
話
人
、
前
沢
南
町
九
条
の
会
）
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７
２
２
０
人
の
デ
ン
マ
ー
ク
に
住
む

ユ
ダ
ヤ
人
を
中
立
国
・
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
に
避
難
さ
せ
た
。「
な
ぜ
ユ
ダ
ヤ

人
を
助
け
る
苦
労
を
し
ょ
い
こ
ん
だ

の
で
す
か
？
」
と
問
わ
れ
た
あ
る
女

教
師
は
「
そ
れ
が
私
の
義
務
だ
と
思

っ
た
」と
答
え
た
そ
う
だ
。
そ
し
て
、

戦
争
が
終
わ
っ
て
帰
国
し
た
ユ
ダ
ヤ

人
に
は

脱
出
時

の
財
産

の
ほ
と

ん
ど
が

守
ら
れ
た
。

　

こ
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
に
参
加

し
、
ナ
チ
ス
の
収
容
所
に
投
獄
さ
れ

た
青
年
に
バ
ン
ク
·
ミ
ケ
ル
セ
ン
が

い
た
。
戦
後
、
社
会
省
で
働
き
、
知

的
障
害
者
親
の
会
運
動
に
協
力
し
、

ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
（
障
害
の

あ
る
人
た
ち
に
、
障
害
の
な
い
人
と

同
じ
生
活
条
件
を
！
す
べ
て
の
人
に

自
由
と
独
立
を
）
を
提
唱
。
世
界
の

障
害
者
運
動
に
影
響
を
与
え
、
障
害

者
権
利
条
約
実
現
に
つ
な
が
っ
て
い

る
。

　

北
欧
の
福
祉
社
会
を
支
え
て
い
る

の
は
、
共
同
と
連
帯
に
よ
る
社
会
運

動
が
形
成
し
た
自
治
と
民
主
主
義
の

実
践
と
思
想
だ
。

◆
そ
し
て
日
本

　

お
ぞ
ま
し
い
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
で
政

権
は
揺
れ
て
い
る
。
が
、２
月
７
日
、

介
護
保
険
改
悪
法
案
が
閣
議
決
定
さ

れ
て
い
る
。
利
用
料
３
割
負
担
化
、

療
養
病
床
の
削
減
な
ど
の
介
護
保
険

改
悪
と
と
も
に
、
社
会
福
祉
法
や
総

合
支
援
法
「
一
部
改
正
」
も
含
ま
れ

る
。
こ
の
基
本
に
あ
る
の
が
「
我
が

事
・
丸
ご
と
」
地
域
共
生
社
会
政
策

だ
。

　
「
歴
史
的
に
見
る
と
、
か
つ
て
我

が
国
で
は
」
で
は
じ
ま
り
、「
地
域

の
相
互
扶
助
」「
家
族
同
士
の
助
け

合
い
」を
強
調
。
そ
し
て
戦
後
の「
公

的
支
援
の
あ
り
方
を
『
縦
割
り
』
か

ら
『
丸
ご
と
』
へ
改
革
が
必
要
」
と

し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
憲
法
や
世

界
の
人
権
保
障
の
歴
史
、「
介
護
の

社
会
化
」
の
歩
み
さ
え
も
消
さ
れ
て

い
る
。

　

政
権
の
〝
美
し
い
国
〞
を
社
会
保

障
分
野
で
実
現
す
る
「
我
が
事
・
丸

ご
と
」
の
暴
走
だ
。
障
害
者
、
高
齢

者
、
療
養
病
床
利
用
者
、
働
く
被
保

険
者
、
保
育
関
係
者
み
ん
な
で
話
し

合
っ
て
一
緒
に
行
動
し
た
い
。

東久留米キリスト者九条の会東久留米キリスト者九条の会
特別講演会

「いま求められる告白と抵抗」

日時：2017 年 4 月 29 日（土・休）13：30
会場：西部教育文化会館３Ｆ大研修室
講師：浅岡　勝　さん
　　　（東京板橋徳丸町キリスト教会牧師）
1968 年生まれ。東京基督教短期大学、神戸改
革派神学校卒。日本同盟基督教団徳丸町キリス
ト教会牧師。同盟教団副理事長。著書に『パル
メザン宣言をよむ』（いのちのことば社、2011
年）他、共著に『なぜ「秘密法」に反対か』（新

教出版社、2014 年）他

◎リードオルガン演奏　相田南穂子さん
会費（資料代）300 円
主催・お問い合わせ先　042-473-4496
東久留米キリスト者九条の会　岸（喫茶室ア
コルデ）まで

東久留米「九条の会」12周年のつどい

講演：伊藤真弁護士
ミニコンサート：

二本松はじめと全レク一座
2017 年 11 月 26 日（日）
13：30 ～ 16：00
東久留米市立

生涯学習センターホール
（まろにえホール）

平和、基本的人権、国民主権そして
憲法 9条、「自民党改憲草案」ではど
う変わるのか等について講演してい

ただく予定です。
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《
平
和
を
考
え
る
本
》

『
遠
野
物
語
』

            （
柳
田
国
男
／
著

新
潮
文
庫
）

遠
野
在
住
の
佐
々
木
喜
善
が
語
る
昔
話

を
、
柳
田
国
男
が
聞
い
て
、『
遠
野
物
語
』

と
し
て
著
し
て
か
ら
百
年
が
過
ぎ
た
。

語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
カ
ッ
パ
、
ザ
シ

キ
ワ
ラ
シ
、
ヤ
マ
ハ
ハ
と
い
っ
た
、
す
っ

か
り
お
馴
染
み
の
昔
話
だ
け
で
は
な
い
。

人
が
生
き
て
老
い
て
死
ぬ
こ
と
の
道
筋
が

記
さ
れ
、
九
九
話
に
は
明
治
二
九
年
に
起

き
た
三
陸
大
津
波
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
九
九
話
の
主
人
公
の
四
代
後
に
当

た
る
男
性
が
、
平
成
二
三
年
の
東
日
本
大

震
災
で
被
災
し
つ
つ
も
無
事
に
助
か
っ

た
。「
先
祖
の
こ
と
だ
か
ら
、
し
っ
か
り

覚
え
と
け
」
と
母
親
に
言
わ
れ
て
育
っ
た

そ
う
だ
。

生
き
る
上
で
の
知
恵
が
詰
ま
っ
た
本
書

を
、
今
の
話
と
し
て
語
り
継
い
で
い
き
た

い
。
再
発
見
の
時
で
あ
る
。（
高
田
桂
子
）

第
一
章　

天
皇

第
１
条
（
天
皇
）

　

天
皇
は
、
日
本
国
の
元
首
で
あ
り
、

日
本
国
及
び
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
で

あ
っ
て
、
そ
の
地
位
は
、
主
権
の
存
す

る
日
本
国
民
の
総
意
に
基
づ
く
。

第
２
条
（
皇
位
の
継
承
）

　

皇
位
は
、
世
襲
の
も
の
で
あ
っ
て
、

国
会
の
議
決
し
た
皇
室
典
範
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
継
承
す
る
。  

第
３
条
（
国
旗
及
び
国
歌
）

１　

国
旗
は
日
章
旗
と
し
、
国
歌
は
君

が
代
と
す
る
。

２　

日
本
国
民
は
、
国
旗
及
び
国
歌
を

尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
４
条
（
元
号
）

　

元
号
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
皇
位
の
継
承
が
あ
っ
た
と
き
に

制
定
す
る
。

第
５
条
（
天
皇
の
権
能
）

　

天
皇
は
、
こ
の
憲
法
に
定
め
る
国
事

に
関
す
る
行
為
を
行
い
、
国
政
に
関
す

る
権
能
を
有
し
な
い
。

第
６
条
（
天
皇
の
国
事
行
為
等
）

１　

天
皇
は
、
国
民
の
た
め
に
、
国
会

の
指
名
に
基
づ
い
て
内
閣
総
理
大
臣
を

任
命
し
、
内
閣
の
指
名
に
基
づ
い
て
最

高
裁
判
所
の
長
で
あ
る
裁
判
官
を
任
命

す
る
。

２　

天
皇
は
、
国
民
の
た
め
に
、
次
に

掲
げ
る
国
事
に
関
す
る
行
為
を
行
う
。 
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党
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民
党
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党
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自
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自
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②②②②
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党
改
憲
草
案
を
読
む

党
改
憲
草
案
を
読
むむむ

改
憲

民
党
改

民
自自自

　

前
回
は
自
民
党
改
憲
案
の
前
文
を

読
み
、
①
現
憲
法
が
戦
争
の
否
定
、

世
界
と
の
友
好
な
ど
を
基
調
と
し
て

い
る
の
に
対
し
、
天
皇
を
頂
点
に
置

き
日
本
国
を
愛
す
る
こ
と
に
重
点
を

置
い
て
い
る
②
国
民
よ
り
国
家
を
重

視
③
国
民
が
主
人
公
の
国
か
ら「
国
」

が
主
人
公
の
国
へ
向
か
う
点
な
ど
を

問
題
と
し
ま
し
た
。

　

今
回
は
自
民
党
改
憲
草
案
第
一
章

「
天
皇
」
の
項
を
見
ま
す
。
大
き
く

変
わ
る
部
分
で
す
。

第
１
条
で「
天
皇
は
日
本
国
の
元
首
」

と
し
て
い
ま
す
。
元
首
と
は
対
外
的

に
国
を
代
表
す
る
も
の
で
す
。
現
憲

法
が
戦
前
の
天
皇
制
へ
の
反
省
か
ら

天
皇
を
「
象
徴
」
と
し
た
方
向
と
は

違
っ
た
も
の
に
な
り
え
ま
す
。

第
３
条
「
国
旗
は
日
章
旗
と
し
、
国

歌
は
君
が
代
と
す
る
。
日
本
国
民
は

国
旗
及
び
国
家
を
尊
重
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」が
新
し
く
加
わ
り
ま
す
。

「
国
旗
国
歌
法
」
で
、
日
の
丸
を
国

旗
、
君
が
代
を
国
歌
と
す
る
こ
と
は

決
ま
っ
て
い
ま
す
が
「
尊
重
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
ま
で
は
書
か
れ

て
い
ま
せ
ん
。
明
治
憲
法
に
も
あ
り

ま
せ
ん
。
国
民
の
新
た
な
義
務
と
さ

れ
る
の
で
す
。

第
４
条
「
元
号
は
、
法
律
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
皇
位
の
継
承
が

あ
っ
た
と
き
に
制
定
す
る
」
こ
れ
も

「
元
号
法
」
で
す
で
に
決
め
ら
れ
て

い
る
も
の
を
憲
法
に
も
持
ち
込
ん
だ

も
の
で
す
。

第
６
条　

天
皇
の
国
事
行
為
で
は
新

た
に
「
天
皇
は
国
ま
た
は
地
方
自
治

体
そ
の
他
の
公
共
団
体
が
主
催
す
る

式
典
へ
の
出
席
そ
の
他
の
公
的
な
行

為
を
行
う
」
と
し
、
新
た
に
「
公
的

行
為
」
も
行
う
と
し
た
こ
と
は
注
意

す
べ
き
点
で
す
。

前
文
で
「
日
本
国
は
・
・
・
天
皇
を

戴
く
国
家
で
あ
っ
て
」
と
い
う
言
葉

か
ら
始
ま
る
の
は
偶
然
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
の
「
自
民
党
改
憲
草
案
」

の
筆
者
た
ち
の
「
日
本
会
議
的
な
」

思
想
が
第
１
章
「
天
皇
」
に
よ
く
表

れ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
（
事
務
局　

鈴
木
）

参
考
書
「
あ
た
ら
し
い
憲
法
草
案
の
は

な
し
」
自
民
党
憲
法
改
正
草
案
を
爆
発

的
に
ひ
ろ
め
る
有
志
連
合
（
自
爆
連
）

著　

太
郎
次
郎
社
エ
デ
ィ
タ
ス

＊
タ
イ
ト
ル
変
更
し
ま
し
た
。
皆
様
の

ご
感
想
、
ご
意
見
を
、
事
務
局
ま
で
お

寄
せ
く
だ
さ
い
。


